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物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について 

 

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援策を、下記の３事業で実施

します。 

 

（１）物価高騰対応商品券配付事業 

1 人あたり 5,000 円分 阿見町生活応援商品券を配付します。 

【対象者】  令和 8年 4月 30 日時点で住民基本台帳に登録されている方 50,309 人 

※ 商品券は、ゆうパック便で 7月中旬から順次送付 

【利用期間】  令和 8年 8月 1日（土）～令和 8年 12 月 31 日（木） 

【商品券の内訳】 

全店舗使用可  1,000 円券 × 2 枚  、  大型店使用不可 1,000 円券 × 2 枚 

大型店使用不可  500 円券 × 2 枚 

※ 阿見町内の取扱店舗約 165 店（令和 8 年 5 月 15 日現在）利用見込み。取扱店舗の

一覧は、決まり次第町 HP 等でお知らせします。 

 

  

 

（２）中学生の学校給食費の保護者負担軽減事業に交付金を充当 61,937 千円 

  子育て世帯の負担軽減と質の高い食材の維持確保のため（交付金は 9か月相当分） 

 ・ 中学生給食費の無償化 4,550 円×約 1,210 人×9か月＝約 49,550 千円 

 ・ 賄材料費へ充当                   約 12,387 千円 

※ 残り 2か月分の学校給食費は一般財源を充当し、年間をとおして無償化します。 



 

（３）水道基本料金減免事業に交付金を充当 104,235 千円 

生活者及び事業者を支援するため、水道料金のうち 9月～翌年 2月の基本料金を 6 か

月分減免します。 

・ 家事用  21,000 件 ×   700 円 × 6 か月 ＝  88,200 千円 

 ・ 医院用      60 件 × 2,500 円 × 6 か月 ＝     900 千円  

・ 営業用     266 件 × 3,700 円 × 6 か月 ≒   5,906 千円 

・  事務経費                               9,229 千円  

 

【問い合わせ先】 

＜物価高騰対応商品券配付事業について＞ 

産業建設部 商工観光課 本橋 TEL:029-888-1111（内線370） 

＜中学生の学校給食費無償化＞ 

  教育委員会 学校給食センター 恵美 TEL:029-887-1430 

＜水道基本料金減免事業〉 

産業建設部 上下水道課 田﨑 TEL:029-889-5151 


